
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくりの目標 
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新十津川町第６次総合計画 

 

 

 

 

 

本町の消防体制は、近隣の３市２町で組織する広域消防を設置し、町内には新十

津川支署とともに、５つの消防団を設置し、町民の生命、身体及び財産を火災など

の災害から守るよう体制を整えていますが、全国的に消防団員が減少し、本町にお

いても年々減少傾向にあります。 

 

 【緊急出動件数】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●複雑甚大化する自然災害、救急要請など多様な町民ニーズに対応するため、消防

救急体制の強化、消防施設の整備を図る必要があります。 

●消防団員の確保の必要性を広く周知するとともに、消防団員の担い手不足を解消

するため、消防施設の高機能化等を図る必要があります。 

●町民の防火意識を高めるほか、町民自らが救命活動を進められるよう、救急・救

命講習会などの応急処置に関する知識と技術の習得に向けた普及を図る必要があ

ります。 

 

 

 
 

 

 

  

政策10  

現状 

課題 

消防施設、設備の整備を図るとともに、防火意識の高揚と応急処置に関する知

識と技術の普及に努めます。 

展開方針 

①消防活動の充実 

②救急活動の充実 

実施する施策 

（資料：滝川地区広域消防事務組合 各年１月１日～12月31日） 

出動件数 搬送人員 出動件数 搬送人員 出動件数 搬送人員 出動件数 搬送人員

H28 253 236 17 15 176 174 60 47
H29 268 244 23 18 176 168 69 58
H30 227 206 15 13 161 152 51 41
R1 261 251 20 24 182 176 59 51
R2 217 194 13 11 146 140 58 43

総数
年度

交通事故 急病 その他
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第３章 基本計画 心やすらぐ備えがある 

 

 

 
 
①消防活動の充実 

 町民の生命や財産を守るため、社会環境の変化に応じて適切に対応できる消防体

制を整備するとともに、防火活動に対する町民の理解を深め、防火意識の高揚を図

ります。 

【役割分担】 

町民 町 

●火災を未然に防ぐため自分がとるべき

行動を理解する。 

●消防団活動への理解を深める。 

●火災発生時行動に関する啓発を行う。 

●消防団活動の啓発を行う。 

●消防設備の維持管理を行う。 

【成果指標】 

指標となる項目 
現況

（R2） 
１年目
（R4） 

２年目 
（R5） 

３年目 
（R6） 

４年目 
（R7） 

目標 
（R8） 

消防団の定員充足率（％） 90.0％ 92.0％ 94.0％ 96.0％ 98.0％ 100％ 

地域の消防活動を担う消防団員を確保するため、消防団員の充足率とします。 

 

 

 

 

 

 

 

  

消防演習 

実施する施策の内容 
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新十津川町第６次総合計画 

 

 

 
 
②救急活動の充実 

 町民の生命を守るため、救急隊員の技能向上と救急救命資器材の充実、救急・救

命技能の普及を図ります。 

【役割分担】 

町民 町 

●救急救命に関する知識・技能の習得を

図る。 

●救急隊員の技能向上を図る。 

●救急救命資器材の充実を図る。 

●救急救命技能の普及を図る。 

【成果指標】 

指標となる項目 
現況

（R2） 
１年目
（R4） 

２年目 
（R5） 

３年目 
（R6） 

４年目 
（R7） 

目標 
（R8） 

救急救命講習会受講者率（％） 0％ 5.0％ 7.0％ 10.0％ 15.0％ 20.0％ 

町民自らが救急救命に携われるよう、救急救命の知識や技能の普及活動として行っている

救急救命講習の受講者率とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

救命講習 

実施する施策の内容 
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第３章 基本計画 心やすらぐ備えがある 

 

 

 

 政策10 

●消火、避難訓練等の実施 

●消防団の加入促進 

●消防設備の計画的な更新 

●救急隊員の技能向上研修の参加 

●救急救命講習会の参加機会の確保と普及啓発 

消防出初式 

消防ポンプ自動車 
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新十津川町第６次総合計画 

 

 

 

 

 

 

町民の生命・財産を災害から守るため、自然環境の保全や河川改修などの整備を

進めるとともに、災害対策基本法に基づいた「新十津川町地域防災計画」や大規模

自然災害に備えた強靭なまちづくりを進めるための「新十津川町強靭化計画」に基

づき、各種の災害・減災対策と災害応急対策などを図っています。 

 【防災研修参加者数の推移】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●近年の自然災害は、これまでに経験したことがない大規模災害となっており、公

助が図られるよう備蓄物資の整備などが求められています。 

●一人でも多くの命を救うためには、公助のほか、自助・共助の力が重要になるこ

とから、全行政区で設立した自主防災組織が実際に機能するよう、多様な防災訓

練や啓発活動により体制を強化する必要があります。 

●自然災害を防止するため、内水排除施設などの河川施設整備、治山対策の流域で

の取組を国や道に要請し、効果的な浸水防止対策に努めなければなりません。 

 

 

     
 

 

 

 

  

政策11  

現状 

課題 

防災、減災を図るための施設整備を推進するとともに、自助・共助・公助の意識

高揚と実効性を高めるための支援強化を進めます。 

展開方針 

①防災意識の向上 

②防災体制の充実 

実施する施策 

4 4 

9 

6 
5 

108 

189 

444 

142 

64 
0

2

4

6

8

10

0

100

200

300

400

500

H28 H29 H30 R1 R2

防災研修開催数 

防災研修参加者数 

（資料：災害対策事務局） (回) (人) 
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第３章 基本計画 心やすらぐ備えがある 

 

 

 
 
①防災意識の向上 

 避難場所の確認や非常持出品を準備するなどの「自助」、自主防災組織による避難

援助の体制を整える「共助」の取組を推進します。 

【役割分担】 

町民 町 

●防災訓練に参加する。 

●水害、地震時の避難所を確認する。 

●防災に対する意識啓発をする。 

●防災情報を発信する。 

【成果指標】 

指標となる項目 
現況

（R2） 
１年目
（R4） 

２年目 
（R5） 

３年目 
（R6） 

４年目 
（R7） 

目標 
（R8） 

防災訓練実施自主防災組織数（組織） ４組織 ５組織 ６組織 ７組織 ８組織 ９組織 

町民の防災意識の高揚を図り、「自助」「共助」の地域防災力を高めるため、防災訓練を

実施する自主防災組織数とします。 

３日分の食糧備蓄世帯率（％） 44.7％ 46.0％ 47.0％ 48.0％ 49.0％ 50.0％ 

災害時に３日分の食糧備蓄の用意があれば、その後は国や道から物資を受けられる可能性

が高いことから、必要最低限である３日分の食糧備蓄の世帯割合とします。 

  

 

 

 

 

  

自主防災会の研修 

実施する施策の内容 
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新十津川町第６次総合計画 

 

 

 
 
②防災体制の充実 

 公助としての機敏さが図られるよう、関係機関との十分な連携により緊急時の防

災・減災体制の充実に努めます。 

 

【役割分担】 

町民 町 

●非常持出物品の確認と準備を行う。 

●水防団や田んぼダムなどへの協力を行

う。 

●緊急時の防災・減災体制を整える。 

【成果指標】 

指標となる項目 
現況

（R2） 
１年目
（R4） 

２年目 
（R5） 

３年目 
（R6） 

４年目 
（R7） 

目標 
（R8） 

防災協定締結数（協定） 23協定 24協定 25協定 26協定 27協定 28協定 

関係機関との連携による適切な支援体制を構築し、災害による被害を最小限に抑えるため、

関係機関との協定締結数とします。 

救急排水場ポンプ設置訓練の参加率

（％） 
57.0％ 59.0％ 61.0％ 63.0％ 65.0％ 67.0％ 

水防団の維持と意識向上、災害時における速やかな対応を図るため、救急排水場ポンプ設

置訓練の参加割合とします。 

 

 

 

 

 

  

災害備蓄品（多目的簡易ベッド） 

実施する施策の内容 
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第３章 基本計画 心やすらぐ備えがある 

 

 

 

政策11  

●自主防災組織の強化に向けた支援 

●浸水想定区域、指定避難所等の周知 

●災害時の要支援者避難支援体制の確保 

●防災関係機関との連携強化 

●災害備蓄品の計画的整備 

●河川や排水路の維持管理、関係機関への要請 

●各排水機場体制の確保 

志寸島排水機場 

総合防災訓練 
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新十津川町第６次総合計画 

 

 

 

 

近年、本町の犯罪発生件数は、町安全・安心推進協会が進める青色回転灯装着車

両による自主防犯パトロールなど、日々の地道な活動により減少しています。しか

し、消費者を取り巻く環境が変化する中、高齢者を狙った振り込め詐欺や悪質業者

による訪問販売等が全国的に横行しています。 

 交通安全については、交通事故発生件数は減少傾向にありましたが、近年２件の

死亡事故が発生しています。 

 【新十津川町交通死傷事故件数の推移】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●引き続き、町安全・安心推進協会、警察等との連携を図り、交通事故防止に向け

た活動を展開する必要があります。 

●防犯に関する情報提供等を強化し、継続した啓発の必要があります。 

 

 

 

 

 

 

  

政策1２  

現状 

課題 

町民一人ひとりの交通安全意識、防犯意識の高揚に努めるとともに、関係団

体との連携により、安全で安心な地域づくりに取り組みます。また、消費者へ

の確かな情報提供と相談体制の充実により消費者被害の未然防止に努めます。 

展開方針 

①防犯体制の充実 

②消費者対策の充実 

③交通安全の推進 

実施する施策 

13 

22 

13 

10 

15 

0

5

10

15

20

25

H28 H29 H30 R1 R2

交通死傷事故件数 

（資料：住民課） 件 
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第３章 基本計画 心やすらぐ備えがある 

 

 

 
 
①防犯体制の充実 

関係機関との連携による適切な情報提供により、町民の防犯意識の向上を図ると

ともに、地域ぐるみの防犯活動を促進し、安全で住みよい地域の実現に努めます。 

【役割分担】 

町民 町 

●防犯情報に気を配る。 

●防犯活動に参加する。 

●防犯に係る情報提供及び啓発活動を行

う。 

●警察等関係機関と連携し、犯罪の抑止

強化を図る。 

●防犯施設の適正な管理を行う。 

【成果指標】 

指標となる項目 
現況

（R2） 
１年目
（R4） 

２年目 
（R5） 

３年目 
（R6） 

４年目 
（R7） 

目標 
（R8） 

青色回転灯防犯パトロール実施回数

（回） 
225回 229回 234回 238回 242回 246回 

犯罪を未然に防ぎ、安全で住みよい地域の実現を図ることから、青色回転灯防犯パトロー

ル実施回数（延べ回数）とします。 

 

 

 

 

 

 

 

  

自主防犯パトロール 

実施する施策の内容 
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新十津川町第６次総合計画 

 

 

 
 
②消費者対策の充実 

消費者への確かな情報提供と相談体制の充実などにより、消費者被害の未然防止

や適切な対応に努めます。 

  

【役割分担】 

町民 町 

●正しい消費知識を習得する。 

●特殊被害や悪質商法に係る情報提供を

行う。 

●関係機関との連携を図り、消費者へ情

報提供を行う。 

●相談体制を確認する。 

【成果指標】 

指標となる項目 
現況

（R2） 
１年目
（R4） 

２年目 
（R5） 

３年目 
（R6） 

４年目 
（R7） 

目標 
（R8） 

消費生活相談件数（件） 13件 
15 

件以下 

15 
件以下 

15 
件以下 

15 
件以下 

15 
件以下 

特殊被害等の情報提供を進めることで、被害に遭わない体制が図られることから、町及び

滝川地方消費者センターへの消費生活相談件数とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

レインボー講座（賢い消費者になるために） 

実施する施策の内容 
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第３章 基本計画 心やすらぐ備えがある 

 

 

 
 
③交通安全の推進 

警察や地域交通安全活動団体と連携して交通安全意識の高揚を図るとともに、危

険箇所等に交通安全施設を設置し、交通事故の防止に努めます。 

 

【役割分担】 

町民 町 

●交通安全に対する意識を持つ。 

●交通ルールを守り、正しいマナーを実

践する。 

●地域における交通安全活動に参加す

る。 

●交通危険箇所の情報提供を行う。 

●交通安全に関する情報提供、啓発活動

を行う。 

●警察等関係機関との情報の共有化と連

携強化を図る。 

●交通危険箇所の把握に努める。 

【成果指標】 

指標となる項目 
現況

（R2） 
１年目
（R4） 

２年目 
（R5） 

３年目 
（R6） 

４年目 
（R7） 

目標 
（R8） 

交通安全運動街頭指導参加者数（人） 531人 600人 600人 600人 600人 600人 

交通安全の街頭啓発を進めることで交通事故の防止につながることから、交通安全運動街

頭指導参加者数とします。 

交通安全指導員による指導啓発 

実施する施策の内容 
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新十津川町第６次総合計画 

 

 

 

 政策12 

●防犯情報の提供及び防犯意識の啓発 

●防犯パトロールの実施 

●不法投棄監視パトロールの実施 

●消費者の相談体制の強化 

●特殊被害や悪質商法に係る情報提供 

●講話や情報提供による交通安全の啓発 

●関係機関との連携による交通安全運動や指導事業の実施 

●交通危険箇所の把握による交通安全施設の設置、要望の実施 

不法投棄禁止啓発看板 
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まちづくりの目標 
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新十津川町第６次総合計画 

 

 

（単位：人） 

 

 

 

子どもたちを取り巻く教育環境は地域社会のつながりや支え合いの希薄化、家庭

の孤立化など様々な課題や学校を巡る課題も複雑化、困難化している状況にあるた

め、地域と一体となって子どもたちを育むことが求められています。 

AI（人工知能）などの急速な技術革新やグローバル化の進展により、生産構造や

社会構造が大きく変容し、これらの社会を生き抜き、新たな未来を拓くための「生

きる力」を育む教育の更なる推進が求められています。 

学校給食は、成長著しい児童生徒にとって、心身の発達に欠くことのできない重

要な役割を担っており、望ましい食習慣につながる食育を推進し、安全な給食を提

供しています。 

 

 【町内の各学校の状況】

 

 

 

 

 

        （ ）内は、特別支援学級分で内数 

 

 
●学校と地域とが目標や指針を共有し、地域とともに子どもたちを育み、特色のあ

る学校づくりを進める必要があります。 

●情報通信技術（ICT）を活用した教育やプログラミング教育の推進が求められる

ため、児童生徒が豊かな教育環境の中で教育を受けられるよう取り組む必要があ

ります。 

●「新十津川町学校施設長寿命化計画」に基づき、計画的に施設環境整備に取り組

む必要があります。 

●より食育の推進を図るため、栄養教諭による、きめ細かな授業を展開するととも

に、地元生鮮野菜の使用促進を図り、豊富な食材の提供を目指す必要があります。 

●道立農業高校の安定した入学者数（20人以上）の確保維持につなげるため、学校

の魅力と共に基幹産業の農業の魅力を発信する必要があります。 

 

政策13  

現状 

課題 

（資料：学校基本調査 ５月１日現在） 

園数 園児数 学校数 学級数 児童数 学校数 学級数 生徒数 学校数 生徒数
H28 1 230 1 16（4） 315（7） 1 8（2） 172（6） 1 103
H29 1 212 1 16（4） 313（8） 1 8（2） 186（8） 1 101
H30 1 206 1 15（3） 312（10） 1 9（3） 165（7） 1 86
R1 1 203 1 15（3） 299（13） 1 8（2） 162（3） 1 87
R2 1 190 1 15（3） 302（14） 1 8（2） 160（2） 1 85

年度
幼稚園 小学校 中学校 高校
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第３章 基本計画 未来を叶える学びがある 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※GIGAスクール：小中学生が情報通信技術（ICT）を使いこなせるよう環境を整えること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

学校や家庭、地域が一体となり特色ある学校経営に取り組むとともにＧＩＧ

Ａスクール※の推進や児童生徒の学力向上を目指し「思考力・判断力・表現力」

等の育成に努めます。また、学校施設の計画的な整備を行い教育環境の充実を

図ります。 

児童生徒に食育の大切さを伝え、地元の新鮮な食材の使用を推し進め、安全・

安心な学校給食を提供します。 

魅力ある農業高校づくりと入学者数の確保維持に係る支援等について、継続し

て高校及び関係機関と連携を図ります。 

展開方針 

①学校教育環境の充実 

実施する施策 

中学生議会 

絆給食（母村母県産の食材を使用した給食） 
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①学校教育環境の充実 

学校と家庭、地域が一体となり、子ども達の考える力・生きる力・豊かな心を育

む教育を進めます。また、新鮮で安全・安心な地元産の農作物により学校給食の充

実を図るとともに、「食育」授業を通して、正しい食習慣の指導などに努めます。 

【役割分担】 

町民 町 

●家庭において基本的な生活習慣、学習

習慣をつくる。 

●学校に関心を持ち、教育活動や学校運

営に協力する。 

●食の大切さや楽しさを家庭の会話を通

し教える。 

●ＴＴ※によるきめ細かな学習指導を図

り、学習への興味、関心を高め、学力

の向上を推進する。 

●学校施設を計画的に整備する。 

●学校給食の情報をわかりやすく発信

し、「食育」を推進する。 
※TT（ティームティーチング）：複数の教師が協力して行う授業方式  

【成果指標】 

指標となる項目 
現況

（R2） 
１年目
（R4） 

２年目 
（R5） 

３年目 
（R6） 

４年目 
（R7） 

目標 
（R8） 

標準学力検査結果（％） 50.0％ 71.4％ 78.5％ 85.7％ 92.8％ 100％ 

標準学力検査（ＮＲＴ）の結果が前年度の結果より上回ることで、学力の向上の成果とす

ることができることから、標準学力検査結果とします。（標準学力検査において、前年度

の結果より当該年度の結果が、同様もしくは上回る学年の割合） 

学校に行くのは楽しいと思う割合
（％） 

92.3％ 

（R1実績） 

93.0％ 93.5％ 94.0％ 94.5％ 95.0％ 

学校は楽しいところであるべきであり、客観的に把握できる調査の数値として、全国学力・

学習状況調査質問の回答割合とします。 

 

 

 

  

タブレットを使用した授業 

実施する施策の内容 

中学校の剣道大会 
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 政策13 

●指導体制の充実 

●教育内容の充実 

●時代に即した情報通信技術（ICT）の活用 

●学校施設の整備 

●地産地消の推進 

●「食育」の推進 

小学校田植え授業 

学習サポート事業「やまびこ」 
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社会環境の変化により家庭を取り巻く環境が大きく変化し、価値観の多様化や地

域コミュニティの希薄化により団体活動の低下や停滞といった現象が起きています。 

ゆめりあホール等を活用した芸術鑑賞機会の提供や文化活動団体等への支援を行

い、豊かな人間形成に寄与していますが、各種団体の活動は、会員の高齢化等によ

り衰退が懸念されています。 

ライフステージに応じたスポーツ活動を提供し、「１・１運動※」を推奨し、運動

習慣の定着が図られつつあります。 

図書館の全体的な利用が減少していることから、全ての町民が利用しやすい環境

となるために図書館側から出向くことも望まれています。 

※１・１運動：新十津川町スポーツ協会が奨励するもので全町民が１日１回運動を行うこと。 

 【社会教育施設の利用状況の推移】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※R2は、新型コロナウイルス感染症の影響により利用が減となった。 

 

 【体育施設の利用状況の推移】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※R2は、新型コロナウイルス感染症の影響により利用が減となった。 （資料：教育委員会） 

（資料：教育委員会） 

政策14  

現状 

22,849 
24,721 

26,668 23,078 

15,058 

83,998 

82,574 
78,279 

64,326 
63,368 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

H28 H29 H30 R1 R2

社会教育施設利用者数（人） 図書館貸出冊数（冊） 

74,632 78,888 

71,001 
63,611 

41,071 

222,853 

206,846 

207,318 

210,834 

234,827 

190,000

200,000

210,000

220,000

230,000

240,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

H28 H29 H30 R1 R2

体育施設利用者数（人） そっち岳スキー場 

（リフト利用回数：回） 

(人) (冊) 

(人) (回) 

※ 

※ 
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●より豊かに生きていくうえで、全てのライフステージにおいて、多様な学習機会

を提供し自ら学習できる場の提供が必要です。また、コミュニティ活動の活性化

を図る必要があります。 

●文化芸術活動においては、質の高い鑑賞事業を提供するとともに文化活動への支

援や指導者の育成が必要となっています。 

●町民の生きがいづくりや健康づくりを推進するため「１・１運動」を推奨すると

ともに指導者の育成と充実を図る必要があります。 

●デジタル図書の普及と共存しながら、活字に親しむため、図書館の蔵書を館内や

インターネット等により容易に検索したり、高齢者が手軽に利用することのでき

る環境整備が求められています。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

課題 

町民一人ひとりが生涯にわたって自ら学び、生きがいを感じる生活環境を整

えるとともに社会教育団体・文化活動団体への支援や指導者の育成・確保に努

めます。 

年齢に応じたスポーツ活動機会の充実を図り、心と身体の健康づくりを推進

します。 

図書館に求められる機能を充実させ、サービスの向上に努めます。 

展開方針 

①社会教育活動の推進 

②文化活動の促進 

③スポーツ活動の促進 

実施する施策 

とっぷ子どもゆめクラブ 図書館員１日体験 
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①社会教育活動の推進 

町民一人ひとりが生涯にわたって主体的に学び続けられるよう、多様化する学習

ニーズに応え、学習の成果を人づくりや地域づくりに活かすための学習機会を提供

するなど、生涯学習社会の構築に向けた社会教育の充実に努めます。 

【役割分担】 

町民 町 

●学習活動や青少年の健全育成活動に積

極的に参加する。 

●本に親しみ、読書習慣を身につける。 

●学習活動の機会を創出し、学習意欲を

高める。 

●学習活動や青少年の健全育成活動を支

援する。 

●図書館の情報発信と充実を図る。 

【成果指標】 

指標となる項目 
現況

（R2） 
１年目
（R4） 

２年目 
（R5） 

３年目 
（R6） 

４年目 
（R7） 

目標 
（R8） 

社会教育学習事業の参加率（％） 69.0％ 70.0％ 70.0％ 70.0％ 70.0％ 70.0％ 

学習活動への参加が町民の学習意欲を高めることから、社会教育学習事業の参加率としま

す。 

図書館における町民１人あたりの貸
出冊数（冊/年） 

4.1冊 5.0冊 5.0冊 5.0冊 5.0冊 5.0冊 

本に親しむことによる読書の習慣が一人ひとりの学習につながることから、１人当たりの

貸出冊数とします。 

 

 

 

 

  

青少年健全育成のつどい 

実施する施策の内容 
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第３章 基本計画 未来を叶える学びがある 

 

 

 
 
②文化活動の促進 

芸術文化活動を通じて豊かな心を育むとともに、町民に感動を与える芸術文化の

鑑賞機会の充実と、先人たちが築いてきたまちの歴史や文化の継承に努めます。 

町民 町 

●芸術や文化に関心を持ち、実践する。 

●郷土の歴史や文化を伝えていく。 

●文化活動を実践する場を提供する。 

●鑑賞機会や発表機会を提供する。 

●文化団体の育成や支援を行う。 

指標となる項目 
現況

（R2） 
１年目
（R4） 

２年目 
（R5） 

３年目 
（R6） 

４年目 
（R7） 

目標 
（R8） 

鑑賞事業入込割合（％） 
54.4％ 

(R1実績) 
70.0％ 70.0％ 70.0％ 70.0％ 70.0％ 

鑑賞機会の充実が芸術文化活動の推進につながることから、鑑賞事業の会場定員に対する

入込割合とします。 

 

 

 

 

 

 

  

町民音楽祭 

実施する施策の内容 
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③スポーツ活動の促進 

町民一人ひとりのライフスタイルや年齢、体力、興味などに応じて、誰もが生涯

を通じて、気軽にスポーツに親しみ、スポーツを楽しむことのできる生涯スポーツ

の振興に努めます。 

町民 町 

●スポーツの楽しさを理解し、実践する。 

●スポーツ体験機会を提供する。 

●スポーツ団体の育成や支援を図る。 

●スポーツ施設の適切な維持管理に努め

る。 

指標となる項目 
現況

（R2） 
１年目
（R4） 

２年目 
（R5） 

３年目 
（R6） 

４年目 
（R7） 

目標 
（R8） 

町民アンケートのスポーツ活動の促
進に係る満足度（ポイント） 

65.5P 66.0P 66.0P 67.0P 67.0P 68.0P 

町民アンケートの満足度の高さが、町民のスポーツ活動の充実を示すことから、町民アン

ケートのスポーツ活動の促進に係る満足度とします。 

スポーツクラブが実施する教室の定
員に対する参加者の割合（％） 

79.8％ 80.0％ 81.0％ 82.0％ 82.0％ 83.0％ 

スポーツクラブが実施する教室に参加することで、スポーツに親しむことにつながること

から、教室の定員に対する参加率とします。 

 

 

 

 

  

全町ソフトボール大会 

実施する施策の内容 

ランニングバイク体験会 

（スポーツクラブ主催） 

-100-



第３章 基本計画 未来を叶える学びがある 

 

 

 

 政策14 

●世代に応じた学習機会の提供 

●社会教育団体の支援 

●青少年健全育成活動の支援 

●高齢者生きがい活動の充実 

●図書館の充実 

●芸術・文化鑑賞・発表機会の提供 

●郷土文化や歴史の継承 

●スポーツ活動の充実 

ゆめりあ部会（陶芸部会） 

旧庁舎での「役場で遊ぼう」 

（子ども会主催） 

そっち岳スキー大会 
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まちづくりの目標 
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（資料：総務課） 

（単位：アクセス） 

 

 

 

平成23年度に施行したまちづくり基本条例に基づき、町民と行政が目的や課題を

共有し、町民・行政の役割分担のもとにまちづくりを進めることとしています。特

に地域コミュニティの核となる行政区は、行政区長が中心となり、コミュニティの

活性化が図られています。その一方で、SNSの進展に伴い若者を中心にコミュニテ

ィが町内を超え、道内、道外、世界とその範囲が広がっています。 

【町ホームページアクセス数の推移】 

 
 

 

 

●人口減少が進むなか、リーダーの高齢化や行政区等への未加入問題などがあるこ

とから、地域の活力を維持し、町民自治を実現する対策を講じる必要があります。 

●町民がまちづくりに参加するには、まちに興味を持つことが重要であり、まちづ

くり情報を積極的に多様な方法で発信しなければなりません。 

●町外からもまちづくりに参加してもらうための関係人口を増やす取組として、町

内外へ広く情報発信・情報共有を図る必要があります。 

●男女が共に支え合うまちづくりを推進していくためには、仕事と生活の両立、女

性のキャリア形成支援などの取組が求められています。 

 

 
 

 

 

  

政策1５  

現状 

課題 

町民と行政が互いに情報共有し、受動的ではなく、ともに支え合う仕組みを

様々な分野で進めます。 

展開方針 

①情報発信・広聴活動の強化 

②住民活動の促進 

③平等な社会の確立 

実施する施策 

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000

H28

H29

H30

R1

R2

パソコン 

モバイル 

90,614アクセス（56.7%） 69,108アクセス（43.3%） 

75,912アクセス（47.2%） 84,826アクセス（52.8%） 

94,966アクセス（48.6%） 100,563アクセス（51.4%） 

80,666アクセス（37.9%） 132,279アクセス（62.1%） 

95,536アクセス（42.3%） 130,456アクセス（57.7%） 総数 225,992 

総数 212,945 

総数 195,529 

総数 160,738 

総数 159,722 



第３章 基本計画 助け合う絆がある 

 

 

 
 
①情報発信・広聴活動の強化 

行政情報やまちづくりに関する情報を正確かつ速やかに様々な方法で発信します。

また、町民のニーズや意見を的確に把握し、町政に活かす広聴活動に努めます。 

【役割分担】 

町民 町 

●町からの情報を確認する。 

●町の情報を発信する。 

●町の情報を広く発信する。 

●まちづくりなどの意見を聴取する機会

を創出する。 

【成果指標】 

指標となる項目 
現況

（R2） 
１年目
（R4） 

２年目 
（R5） 

３年目 
（R6） 

４年目 
（R7） 

目標 
（R8） 

ＳＮＳによる年間情報発信数（件） 50件 104件 104件 156件 156件 208件 

広く町民、町外者にまちの情報を発信することが、まちに興味を持ち、まちづくりにつな

がることから、SNSによる年間の情報発信数とします。 

町民懇談会の参加者数（人） 
95人 

（R1実績） 
225人 250人 275人 300人 325人 

町民の意見を直接広聴できる機会である「町民懇談会（まちづくり懇談会）」の実施によ

り、町民のニーズや意見を聴取できることから、町民懇談会の参加者数とします。 

 

 

 

 

  

まちづくり懇談会 

実施する施策の内容 
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②住民活動の促進 

町民が主体的にまちづくりや地域づくりに参加できるよう、行政区や住民活動団

体の支援に努め、住民活動の活性化を図ります。 

【役割分担】 

町民 町 

●行政区活動に参加する。 

●団体や行政によるまちづくり活動に協

力し、参加する。 

●行政区活動や住民活動を支援する。 

●住民活動に必要な情報を提供する。 

【成果指標】 

指標となる項目 
現況

（R2） 
１年目
（R4） 

２年目 
（R5） 

３年目 
（R6） 

４年目 
（R7） 

目標 
（R8） 

行政区活動支援交付金事業数（事業） 22事業 25事業 28事業 31事業 34事業 37事業 

町民が主体的にまちづくりや地域づくりに参加する機会が、住民活動の活性化につながる

ことから、行政区活動支援交付金の事業数とします。 

 

 

 

 

 

 

 

  

行政区主催の納涼祭 

実施する施策の内容 



第３章 基本計画 助け合う絆がある 

 

 

 
 
③平等な社会の確立 

多様な主体がお互いに連携し、支え合い、誰もがお互いの人権を尊重し合える共

生社会の実現のため、男女共同参画を推進するとともに、障がいのある人や外国人

に対する偏見や差別、性的指向・性自認（性同一性）を理由とする偏見や差別が生

じないよう人権啓発活動に取り組みます。 

町民 町 

●人権について正しい知識を持ち、お互

いの人権を尊重し合う。 

●啓発活動や人権啓発団体の活動を支援

する。 

●女性が学習活動や交流ができる環境づ

くりを支援する。 

指標となる項目 
現況

（R2） 
１年目
（R4） 

２年目 
（R5） 

３年目 
（R6） 

４年目 
（R7） 

目標 
（R8） 

人権啓発活動実施件数（回） １回 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

人権啓発を実施することで、人権への理解につながることから、人権啓発活動実施件数と

します。 

町内審議会における女性委員の割合
（％） 

17.0％ 19.0％ 21.0％ 24.0％ 27.0％ 30.0％ 

性別を問わず多様な主体が活躍できる環境づくりが必要であることから、町内審議会にお

ける女性委員の割合とします。 

 

 

 

  

実施する施策の内容 

人権の花運動 
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 政策1５ 

●多様な情報発信手段を活用した情報発信体制の充実 

●町民の意向を把握する体制の確保 

●行政区活動、住民活動団体及び住民活動の支援 

●広報誌、啓発チラシ等での住民活動に必要な情報提供 

●広報誌、チラシ等による男女共同参画の啓発 

●人権啓発団体等への支援・啓発 

●女性団体への学習活動や交流などの情報提供 

総合行政審議会 
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財政状況は、市町村の財政状況の健全性を示す各指標や、借金残高、貯金残高な

どにおいて、本町と同規模の市町村と比較して健全な状況となっており、弾力性の

ある行政運営が比較的可能となっています。 

町民ニーズの多様化等に伴い、行政サービスは複雑化しており、限られた職員で

対応するためには、これまで以上に合理的な行政運営が求められます。 

 【町の財政状況の推移】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●限られた資源で行政サービスを維持していくには、職員の適正配置やスキルアッ

プを図るとともに、情報通信技術（ICT）を活用した各種業務のデジタル化や他

市町と連携した広域的な取組など、効率的な業務を進めていく必要があります。 

●本町が持続的に発展し、時代の潮流にあった質の高い行政サービスを提供してい

くためには、健全な財政運営を堅持しながら必要な分野には資金・資源を投入す

るなど、メリハリのある行財政運営を図る必要があります。 

 

 

 

  

政策16  

現状 

課題 

限られた資源を効率的に活用し、効果的な行政サービスを提供するため、経営

的な視点のもと、組織及び行政運営の合理化を進めます。 

展開方針 

①事務効率化の推進 

②財政構造の強化 

実施する施策 

52.6 

55.7 52.5 53.5 

66.1 
59.2 

64.5 64.9 65.7 
64.2 

74.4  74.1  77.2  77.3  78.1  

-0.7 -0.8 -0.9 -0.4 0.5 

▲ 10.0 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

0
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80

100

H28 H29 H30 R1 R2

地方債現在高 

基金現在高 

経常収支比率 

実質公債費比率 

（億円） 

（資料：総務課） 

（％） 
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①事務効率化の推進 

複雑化する行政事務を限られた職員で処理するため、研修等による職員のスキル

アップ、事務事業の見直し、デジタル化や共同化等による業務の効率化を図り、効

果的な行政運営に努めます。 

【役割分担】 

町民 町 

●行政の取組を確認する。 
●組織力を向上させる。 

●業務方法を見直して効率化を図る。 

【成果指標】 

指標となる項目 
現況

（R2） 
１年目
（R4） 

２年目 
（R5） 

３年目 
（R6） 

４年目 
（R7） 

目標 
（R8） 

人口千人当たり職員数の類似団体比
較（％） 

93.7% 
100％
以下 

100％
以下 

100％
以下 

100％
以下 

100％
以下 

組織力を向上させるためには、適正な職員配置を行う必要があることから、人口規模・産

業構造が似ている類似団体の人口千人当たり職員数との比較とします。 

時間外勤務時間の対前年比較（％） 72.9% 95.0％ 95.0％ 95.0％ 95.0％ 95.0％ 

類似団体と同等の職員数を維持した状態で、総勤務時間を抑制することができれば、業務

効率化が図られることから、前年度の時間外勤務時間との比較とします。 

  

 

 

 

  

全町職員を対象とした研修 

実施する施策の内容 
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②財政構造の強化 

弾力的な行政運営ができる強い財政構造を堅持するため、地方債残高の増加を抑

え、基金残高の維持が可能な適正規模の財政運営を行います。 

【役割分担】 

町民 町 

●受益と負担への理解を深める。 

●町の財政状況を把握する。 

●財政を健全な水準に維持する。 

●財政状況の情報公開を進める。 

【成果指標】 

指標となる項目 
現況

（R2） 
１年目
（R4） 

２年目 
（R5） 

３年目 
（R6） 

４年目 
（R7） 

目標 
（R8） 

経常収支比率（％） 78.0％ 
78％ 
以下 

78％ 
以下 

78％ 
以下 

78％ 
以下 

78％ 
以下 

財政運営の弾力性（硬直性）を測るものであり、財政状況を評価する代表的な指標である

ことから、経常収支比率とします。 

実質公債費比率（％） 0.5% ５％ 
以下 

５％ 
以下 

５％ 
以下 

５％ 
以下 

５％ 
以下 

財政規模に対する借金返済額の割合であり、財政構造の強さを計れる指標であることから、

実質公債費比率とします。 

  

 

 

 

  

まちづくり読本 

実施する施策の内容 
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 政策16  

●計画的な職員採用と適正な人員配置 

●職員研修、人事評価制度の運用等による人材育成 

●業務のデジタル化の推進 

●情報システムのクラウド化※、標準システムの利用 

●広域連携の維持 

●地方債の繰上償還による残高の縮減 

●基金の適正規模の維持と債券運用による運用益の確保 

●公共施設の長寿命化と維持管理費用の平準化 

●未利用財産の処分 

※クラウド化：インターネットを通じて、サービスを必要な時に必要な分だけ利用 

するように変えていくこと。 

役場新庁舎（令和３年５月供用開始） 
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